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第１章 策定主旨 

 

第１節 背景と経緯 

 

21 世紀は「環境の世紀」といわれていますが、現在、環境に関する問題は、地球規模のも

のから地域レベルのものまで、複雑化・多様化しています。中でも廃棄物の問題は、私たちの

日常生活に直結し、その減量化や適正処理が特に重点的に取り組まなければならない問題の一

つです。日本は、戦後からの復興、高度経済成長を経て急速に発展してきました。その成長を

支えた大きな要因の一つは「大量生産・大量消費」という社会システムです。この社会システ

ムによって、ものは「大量廃棄」され、その量は増加の一途をたどっています。そしてダイオ

キシン類などの環境問題、ごみ処理施設の用地確保難などに代表されるように、ごみ問題の解

決は、私たちの生活環境の維持と持続的発展のためには避けて通れない課題となっています。 

これらの問題を解決するには、これまでの「大量生産・大量消費・大量廃棄」の社会システ

ムを見直し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の形成を進めていく必要が

あります。 

国では循環型社会の構築に向け平成 12 年に循環型社会形成推進基本法をはじめとした各種

リサイクル関連法を整備し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律なども見直しました。 

また、平成 9 年 1 月に「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し、

同年 5 月に「ごみ処理の広域化計画について」（平成 9 年 5 月 28 日、衛環第 173 号）を各都道

府県に通知しました。この通知では、「新ガイドライン」に基づき、ごみ処理に伴うダイオキ

シン類の排出削減とともに、ごみの減量化やリサイクルの推進などを図るため、ごみ処理の広

域化計画を策定するよう指導しています。 

  これを受け静岡県では、平成 9 年度に県内を 7 つの処理区域とする「静岡県ごみ処理広域化

計画」を策定しごみ処理の広域化を推進してきました。 

  これまで伊豆の国市及び伊豆市（以下、「両市」という。）は、県の広域化計画に基づき関係

市との協議を重ねてきました。その結果、両市では、現有施設の老朽度合いや現状のごみの分

別方法が類似していることなどを勘案し、平成 17 年度に両市共同でごみ処理施設を整備する

こととしました。また、駿豆圏域南ブロック処理区域を構成する熱海市、伊東市とは、十分な

協力、連携をとりながら、適正にごみ処理を行っていくことが計画されています。 

伊豆の国市・伊豆市広域一般廃棄物処理施設基本構想（以下、「本計画」いう。）は、このよ

うな背景から、現在の社会情勢や中間処理技術の動向を踏まえ、両市における最適なごみ処理

システムを検討するものです。 
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第１章 策定主旨 

 

循環型社会形成推進のための法体系を図 1-1 に示します。 

 

環境基本法

環境基本計画

○基本原則、○国、地方公共団体、事業者、国民の責務、○国の施策
循環型社会形成推進基本計画　：国の他の計画の基本

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）
 社会の物質循環の確保
  天然資源の消費の抑制
  環境負荷の低減

＜廃棄物の適正処理＞ ＜リサイクルの推進＞

      一般的な仕組みの確立

改正資源有効利用促進法改正廃棄物の処理及び清掃に関する 法律

平成13年施行、平成18年6月改正

①廃棄物の発生抑制
②廃棄物の適正処理
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　など

　　　  　　拡充強化

  発生抑制対策の強化
  不適正処理対策
  公共関与による施設整備
　　　　　　　　　　　　　　　など

①再生資源のリサイクル
②リサイクル容易な構造・材質な
どの工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

平成13年施行

・消費者がリサイクル費用を負担
・廃家電を小売店が消費者より引取
・製造業者等による再商品化

・容器包装の市町村による収集
・容器包装の製造・利用事業者による再商品

工事の受注者が
・建築物の分別解体
・建設廃材等の再資源化

食品の製造・加工・販売業者が食品廃棄物の
減量化、再資源化

国などが、再生品などの環境物品の調達を率
先的に推進

・消費者がリサイクル費用を負担
・製造業者等による再商品化

ビン、ＰＥＴボトル、紙製・
プラスチック製容器包装など

エアコン、冷蔵庫、
テレビ、洗濯機

木材、コンクリート、
アスファルト

食品残さ

自動車

例：再生紙、コピー機

　　　拡充整備

ﾘｻｲｸﾙ(1Ｒ)から、
ﾘﾃﾞｭｰｽ、 ﾘﾕｰｽ、
ﾘｻｲｸﾙ（3R）へ

個別物品の特性に応じた規制

容 器 包 装 リ サ イ ク ル 法

「循環型社会形成推進」のための法体系

【循環：自然循環、社会の物質循環】

平成12年施行

平成6年施行

平成13年施行

平成14年施行

平成14年施行

平成17年完全施行

平成13年施行

建 設 リ サ イ ク ル 法

食 品 リ サ イ ク ル 法

自 動 車 リ サ イ ク ル 法

家 電 リ サ イ ク ル 法

グ リ ー ン 購 入 法

需要面からの支援

平成12年完全施行、平成18年6月改正

 

 

図 1-1 関連法令など 
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第１章 策定主旨 

 

第２節 本計画の位置づけ 

 

本計画は、「循環型社会形成推進基本法」などの法令や「静岡県循環型社会形成計画」など

を踏まえ策定します。また、ごみ処理の中・長期計画である両市の「一般廃棄物処理基本計

画」の中間処理計画を具体化するものとして重要な意義をもつものでもあります。 

特に、本計画は、新ごみ処理施設の基本的事項を決定する根拠として位置づけられるととも

に、今後展開される施設の具体化の前提条件となるものです。 

本計画の位置づけは、図 1-2 のとおりです。 

 

 

 

【本計画】
　伊豆の国市・伊豆市広域一般廃棄物処理施設基本構想

国の法律・県などの計画

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

静岡県循環型社会形成計画（平成18年3月策定）

静岡県環境基本計画（平成18年3月改訂）

静岡県総合計画（平成18年3月策定）

静岡県生活排水処理長期計画（平成14年3月策定）

駿豆圏域ごみ処理広域化計画書
（平成13年3月策定）

第４次広域市町村圏計画
（平成13年3月策定）

静岡県ごみ処理広域化計画（平成10年3月策定） 伊豆市一般廃棄物処理基本計画（平成19年3月策定）

伊豆の国市一般廃棄物処理基本計画（平成19年3月策定）

伊豆市総合計画

伊豆の国市総合計画

新ごみ処理施設の具体化
 

図 1-2 本計画の位置づけ 
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第１章 策定主旨 

 

第３節 計画の手順と内容 

 

本計画は、図 1-3 の手順で検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 策定の手順 

第 1章 策定主旨 

第１節 背景と経緯     第３節 計画の手順と内容 

第 2節 本計画の位置づけ  第４節 計画対象地域 

第 3章 ごみ処理の現状 

第1節 処理システム 

第2節 現有施設 

第3節 分別区分と収集体制

第4節 ごみ排出量の推移 

第5節 ごみの組成 

第 4章 広域化への取組み 

第1節 両市のごみ処理基本計画における基本理念 

第2節 両市のごみ処理基本計画における基本方針 

第3節 両市のごみ処理将来目標 

第4節 両市のごみ処理基本施策 

第5節 広域化への取組み 

第6節 施設規模に関する事項 

第7節 施設の稼働、廃止の連携に係る事項 

第8節 災害時の対応に係る事項 

第9節 事業主体・運営主体に係る事項 

第 5章 中間処理技術の動向 

第1節 中間処理技術の位置づけ 

第2節 熱回収施設 

第3節 灰溶融施設 

第4節 ごみ燃料化施設 

第5節 ごみメタン化施設 

第6節 ごみ高速堆肥化施設 

第7節 ごみ飼料化施設 

第8節 リサイクルセンター 

第 6章 モデル処理システムの検討 

第 1節 前提条件の整理 

第 2節 1 次選定 

第 3節 モデル案及び 2次選定項目の設定 

第 4節 評価と総括 

第 8章 事業計画 

第 1節 事業計画 

第 2節 事業費の検討 

第 3節 施設整備スケジュール 

第 2章 地域の概況 

第1節 自然的特性 

第2節 社会的特性 

第 7章 余熱利用技術の動向 

第1節 余熱利用技術 

第2節 余熱利用の検討 
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第１章 策定主旨 

 

 第４節 計画対象地域 

 

１.計画対象地域 

本計画では、ごみ処理施設を広域で計画する伊豆の国市、伊豆市を計画対象地域（以下「本

地域」という。）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 計画対象地域 
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第１章 策定主旨 

 

伊豆の国市は、平成 17 年 4 月に旧伊豆長岡町、旧韮山町、旧大仁町が合併して誕生し、ま

た、伊豆市は、平成 16 年 4 月に旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町、旧土肥町が合併

して誕生しましたので、本計画は、必要に応じて、合併前の旧町を地区として整理を行います。

具体的な表記方法は、下記、注に示すとおりです。 

 

 

注 表記方法について 

【伊豆の国市】 

長岡地区     →  合併以前の旧伊豆長岡町にあたる地区とします。 

韮山地区     →  合併以前の旧韮山町にあたる地区とします。 

大仁地区     →  合併以前の旧大仁町にあたる地区とします。 

【伊豆市】 

修善寺地区    →  合併以前の旧修善寺町にあたる地区とします。 

中伊豆地区    →  合併以前の旧中伊豆町にあたる地区とします。 

天城湯ケ島地区  →  合併以前の旧天城湯ケ島町にあたる地区とします。 

土肥地区     →  合併以前の旧土肥町にあたる地区とします。 
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